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1. 経営強化プランの概要 

1.1. 韮崎市立病院の概要と沿革 

韮崎市国民健康保険韮崎市立病院（以下「当院」という。）は、昭和 23 年２月

国民健康保険直営峡北組合病院」を始まりとし、昭和 29 年 10 月、１町 10 ケ村

の町村合併による韮崎市の誕生と同時に、既存の全施設等を継承し「韮崎市国民

健康保険直営韮崎市立病院」と改称（昭和 35 年９月、現在の「韮崎市国民健康

保険韮崎市立病院」に改称）して、名実ともに峡北地域（北杜市、韮崎市、甲斐

市の３市によって構成される地域）の中核病院に位置付けられました。 

医局の体制は、開設時は名古屋大学医学部、昭和 40年からは日本大学医学部、

そして平成５年からは現在の山梨大学医学部より医師を招聘し医局の陣営を整

え、整形外科を開設しました。また、市民から設置について強い要望があった小

児科、眼科、脳神経外科、泌尿器科を順次開設し、整形外科領域の充実を目的に、

令和４年度に肩・肘・手の外科センター、令和５年度にリウマチ科を開設しまし

た。 

施設面では、開設以来時代の変化に応じた施設機能の向上や老朽化、患者ニー

ズに対応すべく診療棟や病棟の増改築を繰り返し、10 棟の構成となりました。  

令和４年度には韮崎警察署が移転したことにより、その跡地を取得し、不足し

ていた駐車場として整備を行い現在に至っています。 

医療機器、検査機器等については、多目的デジタルＸ線テレビシステム、自動

分析装置、ＣＴやＭＲＩなどの高度医療機器の導入を図っているほか、山梨大学

との間に医療情報ネットワークを構築しており、より充実した質の高い医療を

提供しています。 

また、平成 28 年度にはオーダリングシステムの更新に併せ、電子カルテを導

入し、患者情報の一元化による医療業務の改善と診療・会計時の患者待ち時間の

短縮など患者サービスの向上を図ってきたところであります。 

介護関連事業では、慢性期から在宅に向けた医療及び介護ニーズへの対応を

行うため、令和５年度より訪問看護ステーションを開設しました。今後、他の介

護保険事業者で生じた緊急入院症例を受け入るため、後方病床を確保し地域包
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括ケアシステム構築に向けた体制作りを行います。 

そのほか、救急告示病院１、地域災害拠点病院２等の指定を受け、公立病院とし

てその責務を担っています。 

以上のように、開設以来 70 有余年、幾多の変遷を経てきた中で、常に市民・

地域住民が適切で安心した医療が受けられるよう、より質の高い医療サービス

の向上を目指し、職員一丸となって鋭意努めているところであります。 

  



5 
 

≪韮崎市立病院の概要≫ 令和５年 10 月１日現在 

病 院 名 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 

病 院 所 在 地 山梨県韮崎市本町三丁目５番３号 

経 営 形 態 地方公営企業法の一部適用 

標 榜 診 療 科 

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内

科、代謝内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外

科、脳神経外科、小児科、整形外科、眼科、泌尿器科、

皮膚科、リウマチ科、放射線科、リハビリテーション科 

【休診中の診療科】 

耳鼻咽喉科、産科、婦人科、麻酔科 

入 院 機 能 

病床数 171 床 

（急性期一般病床 98 床、地域包括ケア病床 39 床、医

療療養病床 18 床、介護療養病床 16 床） 

指定医療告示・種別 

救急指定病院  

地域災害拠点病院  

山梨ＤＭＡＴ指定病院  

結核予防法指定医療機関  

ＨＩＶ拠点病院  

県生物学的製剤取扱病院  

公費負担医療関係法医療機関  

生活保護法指定病院  

労災保険指定病院  

社会福祉関係法医療機関  

保険関係法医療機関  

労働及び公務災害に関する法令の医療機関 

附 帯 事 業 訪問看護ステーション 

 

 

 

≪病院理念≫ 

地域に愛され信頼される病院をつくろう 

≪基本方針≫ 

1. 患者さんの権利を尊重し、理解と納得に基づいた医療を行います。   

2. 地域医療・介護・保健機関との連携を深め、患者さん中心の医療を 

推進します。  

3. チーム医療を推進し、安全で質の高い医療を提供します。  

4. 地域医療を支える優れた医療人の育成に努めます。 

5. 新興感染症に対して、十分な対応能力を持つ病院づくりに努めます。 

6. 公共性と経済性を考慮し、健全な病院経営に努めます。 
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1.2. 経営強化プラン策定の主旨 

 公立病院の経営強化に関しては、総務省から平成 19 年に「公立病院改革ガイ

ドライン」が示され、その後平成 27 年に「新公立病院改革ガイドライン」３が示

されてきました。今回、新たに総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保

するための公立病院経営強化ガイドライン」が示され、経営強化プランの内容と

して、（１）役割・機能の最適化と連携の強化、（２）医師・看護師等の確保と働

き方改革、（３）経営形態の見直し、（４）新興感染症の感染拡大時等に備えた平

時からの取組、（５）施設・設備の最適化、（６）経営の効率化等、６項目を柱と

して明記することが求められています。 

 さらに、令和５年度に山梨県の第８次医療計画４の策定作業が進められ、その

作業と併せて、地域医療構想５に係る各医療機関の対応方針の策定や検証・見直

しが行われたことから、地域において各病院が担う役割・機能を早期に調整・確

定させる必要がありました。 

 当院は峡北地域の中核医療機関として地域医療確保のために重要な役割を担

いつつ、健全な経営を目指して運営を行ってきましたが、新型コロナウイルス感

染症等の影響による患者数の減少を主要因とした経営悪化により、令和２年度

以降の経常収支比率は 100％を下回る水準で推移しています。そのため、経営の

健全化に向けた取り組みを要する状況であることから、引き続き環境変化に対

応する取り組みを進めることで、峡北地域の中核病院として持続可能な医療提

供体制を構築すべく、本計画を策定します。 

 

1.3. 経営強化プランの対象期間 

 本プランの対象期間は令和６年度から令和９年度の４年間とします。 

なお、病院経営に影響を及ぼすような政策決定や診療報酬の改定、診療体制の

変更等の外部環境・内部環境の変化が起きた際は適宜、プランの内容や収支計画

の見直しを行います。 
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2. 韮崎市立病院を取り巻く現状 

この章では、当院の置かれている外部環境（地域住民の医療需要等の病院外の

状況）と内部環境（当院が有する医療資源や財政状況等の病院内の状況）の両面

から分析することといたします。 

 

2.1. 外部環境の状況 

2.1.1. 中北医療圏６及び韮崎市の人口推計 

 将来人口推計によると中北医療圏は人口減少が進む見込みであり、令和２年

に約 44 万人いた人口は令和 27 年に約 35 万人まで減少し、高齢化率は令和２年

の 29％から令和 27 年には 41％まで上昇する見込みです。韮崎市も中北医療圏

と同様に減少傾向であり、令和２年に約２万９千人いた人口は令和 27 年に２万

人を下回り、高齢化率は令和２年の 31％から令和 27 年には 46%まで上昇する見

込みです。一方で 65 歳以上の人口は令和２年より増加傾向であり、令和 27 年

には令和２年と比較して中北医療圏と韮崎市の双方とも増加する見込みです。 

 医療従事者確保の観点から韮崎市の生産年齢人口を確認すると、令和２年か

ら令和 27 年にかけて半減する見込みであることから、今後さらに医療従事者の

確保が困難となる恐れがあります。 
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2.1.2. 中北医療圏及び韮崎市の医療・介護需要予測 

 医療及び介護の需要は日本医師会が公開しており、中北医療圏の医療需要は

令和７年から令和 12 年にかけて５％増加したのちに減少に転じ、令和 27 年は

令和２年と同水準まで減少します。介護需要は増加の一途をたどり、令和 27 年

は令和２年と比較して３割近く増加する見込みとなっています。 

 韮崎市における医療需要は令和 12年まで令和２年と同じ水準で推移する見込

みですが、令和 17 年以降は減少に転じ、令和 27 年には令和２年と比較して 23％

減少する見込みです。介護需要は中北医療圏と同様に令和 12 年まで増加し続け

ることが見込まれ、令和 12 年に対令和２年比で 24％増となります。令和 17 年

以降の介護需要は減少に転じ、令和 27 年には対令和２年比で９％増の水準まで

減少する見込みです。 

 上記より韮崎市は中北医療圏と人口動態や医療・介護需要予測の傾向が異な

ることから、韮崎市にとって最適な形で医療及び介護の提供体制を検討する必

要があります。 
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2.1.3. 中北医療圏及び韮崎市の患者推計 

 厚生労働省の公開している患者調査の結果を用いて、中北医療圏及び韮崎市

の１日あたりの患者数を推計しています。 

中北医療圏の外来患者数を推計すると、令和２年の 21,736 人から、令和 12 年

には 21,493 人、令和 22 年には 20,316 人となり、令和 27 年には２万人を下回

る見込みです。 

 入院患者数を同様に推計すると、令和２年から令和 17 年まで増加し、その後

は減少に転じる見込みです。令和２年の 4,487 人から、令和 12 年には 4,879 人、

令和 22 年には 4,960 人となる見込みです。 
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韮崎市の外来患者数を同様に推計すると、令和２年の 1,410人を基点として、

令和 12 年には 1,348 人、令和 22 年には約 15％減少した 1,198 人となる見込み

です。一方で、65 歳以上の患者数は、令和 22 年度までは増加傾向にあり、令和

27 年度以降は減少する見込みです。 

入院患者数を同様に推計すると、令和２年から令和 17 年にかけて微増し、そ

の後は減少に転じて令和 27 年に令和２年とほぼ同数となる見込みです。令和２

年の 289 人を基点にすると、令和 12 年には 309 人、令和 22 年には 303 人とな

り、令和 27 年に 286 人となる見込みです。 
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2.1.4. 中北医療圏における各病院の病床機能と必要病床数の見通し 

 山梨県において中北医療圏は、病院数の多い医療圏であり、27 施設ある病院

の所在地は中央市付近に集中しています。当院は韮崎市において最大の病床数

を持つ医療機関であり、高度急性期以外の急性期から慢性期までの機能を有し

ます。 

 
 

 地域医療構想において、中北医療圏の令和７年（2025 年）必要病床数は令和

３年の病床機能報告７で報告された病床数と乖離しています。急性期病床は過剰

かつ回復期病床が不足していることから、今後、中北医療圏において過剰とされ

る急性期病床は、回復期病床への転換等を地域から期待されています。 
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2.1.5. 韮崎市の患者受診動向 

 市民の受診動向を国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者の

レセプト８データから確認しています。 

 韮崎市のレセプトデータ上の入院患者数は令和２年度 76,736 件、令和３年度

84,678 件、令和４年度 83,197 件となっています。 

市民の入院先としては、令和２年度から令和４年度にかけて当院がトップシ

ェアであり、全体の 20％前後を占めています。しかし、令和２年度以降は実数、

比率ともに減少しており、令和４年においては約 81％が当院以外の医療機関に

入院しています。さらに全体の約 66％は患者が市外の医療機関へ入院している

ことから、当院だけでなく韮崎市からも患者は流出していることがうかがえま

す。一方で、県外への流出は１％程度であることから、市民の入院先はほぼ県内

で完結していると言えます。 
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市民の外来患者数は令和２年度に 173,168 件、令和３年度は 173,395 件、令

和４年度は 178,841 件と令和２年から増加傾向です。入院と同様に市民の受診

先として当院は最も受診されている病院となっていますが、割合としては約

12％であり、約 88％の患者は当院以外を受診しています。 

 また、市外への流出は全体の約 30％であり、県外への流出は１％程となって

いることから、入院に比べて市内医療機関を選ぶ傾向が強いことがうかがえま

す。 
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2.1.6. 韮崎市の介護需要 

厚生労働省の公表している介護保険事業報告と韮崎市の高齢者福祉計画・介

護保険事業計画より、韮崎市の要介護（要支援）認定者数の推移を示しています。 

韮崎市の要介護（要支援）認定者は平成 29 年より一貫して増加しており、令

和２年には 1,277 人が要介護（要支援）の認定を受けています。今後も認定者数

は増加が見込まれており、令和７年には 1,329 人、令和 22 年には 1,588 人とな

る見込みです。 
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医療保険と同様に韮崎市介護保険のレセプトデータの分析を行ったところ、

介護保険レセプトの件数は令和２年度から令和４年度にかけて微増しています。  

一方で市内の利用件数は 56％から 58％の間で推移をしており、約 40％は市外

のサービスを利用しています。 

 
 

介護保険レセプトデータ上で市民の利用率の高い入所系介護施設は 19施設あ

りますが、そのうち韮崎市の施設は６施設です。他市の施設に流出していること

から、市内の施設系サービスの整備に需要があると推測しています。 
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2.2. 内部環境の状況 

2.2.1. 経常損益 

 平成 29 年度から令和２年度まで、「韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 新改

革プラン」において、経営指標を定め運用を行ってきました。経営における重要

な指標である経常収支比率９は、平成 30 年度と令和元年度に 100％を上回りまし

たが、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、患者数の減少

を主要因とした経営悪化により経常収支比率は 100％を下回っています。 

加えて、令和３年度から令和４年度にかけて経常損失が約１億円増加したこ

とで、令和４年度の経常損失は約 1.8 億円となりました。経常損失増加の要因

は令和３年度から令和４年度にかけて医業収益が減少したことに加えて、医業

費用が令和２年度から増加したためです。 
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 入院・外来の各収益を平成 29 年から令和元年の水準と比較すると、令和２年

度以降の外来収益は増加していますが、令和２年と令和４年の入院収益は減少

しています。 

 

 

2.2.2. 入院収益に係る指標の概況 

 １日平均入院患者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年は

109 人と前年度より 16 人減少し、令和３年は 107 人、令和４年は 103 人と連続

的に減少しています。一方で入院患者単価は上昇を続けており、令和元年の

32,588 円を令和２年以降は下回ることはなく、令和４年は令和元年より 1,660

円増加した 34,248 円となりました。 
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2.2.3. 外来収益に係る指標の概況 

 １日平均外来患者数も新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、令和

２年度は 221 人と前年より 34 人減少しているものの、令和３年度以降の患者数

は回復傾向にあり、令和４年に 247 人まで回復をしています。外来患者単価も

上昇傾向にあり、令和元年の 11,116 円と比べて令和２年は 12,268 円、令和３

年に 12,373 円、令和４年は 11,875 円と令和元年の外来患者単価を上回る水準

で推移しています。 
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2.2.4. 費用の概況 

 医業費用は令和２年の 2,404,756 千円から増加しており、令和３年は

2,529,862 千円、令和４年に 2,589,406 千円となっています。費用に占める割合

が大きい項目は職員給与費、材料費、経費ですが、中でも職員給与費は令和２年

に 1,374,478 千円であったものが令和４年に 1,516,667 千円となり、増加傾向

です。また、職員給与費対医業収益比率は令和２年に 65.2％、令和３年 66.1％、

令和４年で 69.9％と高水準を維持しています。 

 また、病院経営実態調査報告の同規模かつ黒字の病院をベンチマークとして

医業費用を比較すると、当院の医業費用の総額は低く、その内訳において、職員

給与費はベンチマーク病院※と比較して 11.4％低く、材料は 11.6％高く、経費

は 5.1％高い結果となりました。 

  

※ベンチマーク病院は、病院経営実態調査報告より、病床規模 100～199 床の全開設主体におけ

る黒字病院（n=43）の値を参照しています 

  



20 
 

3. 経営強化プランの内容（方針） 

3.1. 役割・機能の最適化と連携の強化 

3.1.1. 地域医療構想を踏まえた当該病院果たすべき役割・機能 
 中北医療圏は甲府市・甲斐市・昭和町・中央市・南アルプス市・韮崎市・北杜

市の７市町によって構成される、山梨県で最大規模の医療圏です。地域医療構想

において令和７年度に必要とされる病床数は、高度急性期１０・急性期で 1,756

床、回復期 1,227 床、慢性期 1,161 床であり、令和２年度より高度急性期・急性

期の過剰と回復期病床の不足が課題とされています。 

中北医療圏における地域医療構想の実現に向けて、各医療機関には役割・機能

の見直しが求められる中、当院は救急指定病院や地域災害拠点病院等の指定を

受け、新型コロナウイルス感染症流行時には新型コロナウイルス感染症協力・重

点医療機関１１として、峡北地域で重要な役割を果たしてきました。  

今後も入院医療の需要に対応し続けるために、経営強化プランの期間中にお

いては、基本的な病床機能・病床数は現状維持します。 

急性期病床１２（３階病棟 50 床、４階病棟 48 床）は、峡北エリアの救急医療

に対応することに加え、手術等による急性期医療の市民ニーズに対応するため

病床数を維持します。 

回復期病床１３（５階病棟 39 床）は、地域包括ケア病床として、高度急性期や

急性期を経過した患者が治療終了後に、在宅復帰に向けたリハビリ等の治療を

要する方を受け入れる（ポストアキュート）に加えて、在宅や介護施設で発熱等

によって入院を要する状態となった方の受け入れ（サブアキュート）の機能を持

っており、高齢者の入院需要に対応するため病床数を維持します。 

慢性期病床１４（６階医療療養病床１５18 床・介護療養病床１６16 床）は、高齢者

増加に伴い医療需要の増加が見込まれるため、医療保険の療養病床 18 床を維持

します。また、現状の介護保険における施設サービスは、韮崎市の介護需要と比

較すると、不足が見込まれており、さらに将来的な要介護認定者数の増加を考慮

した場合、受け入れが必要不可欠な機能になると考えられますが、現行の介護保

険の療養病床は令和６年３月末で廃止される予定であることから、現状の病床
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数を維持しつつ令和６年４月に介護医療院への転換を行います。 

また、令和４年度に開設した「肩・肘・手の外科センター」は、整形外科領域

の各部門のスペシャリストが揃っており、今後の高齢化の需要を見据え、専門性

を活かした特色ある診療が行える体制としています。    

 

3.1.2. 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 
 地域包括ケアシステムは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・

予防・生活支援を一体的に提供することを目的の一つとしています。当院は、地

域包括ケア病棟１７や訪問看護ステーション等による在宅医療の支援と、介護医

療院による施設系介護サービスの提供ができる施設として、医療介護双方の役

割を担いつつ、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域課題の解決に努めま

す。 

 医療の側面では、訪問診療を実施している医療機関と連携をしており、在宅診

療を受けている患者や介護施設入所中の方の急変発生等の緊急時に対応するた

めの後方病床の確保をしています。 

 介護の側面では、令和５年４月の訪問看護ステーションの開設に加え、令和６

年４月には介護医療院の施設サービスを開始予定であり、医療サービスの提供

と長期療養者のための生活の場を提供します。 

 これらの取り組みを円滑にするために、韮崎市地域包括支援センターとの情

報交換や相談業務におけるさらなる連携、強化を図るとともに市民に向けた「ま

ちづくり出前塾」１８を実施していきます。 
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3.1.3. 機能分化・連携強化 
 韮崎市の公立病院として求められている役割は、峡北地域における基幹病院

として地域に貢献することです。当院で担うことのできない医療機能は、中北医

療圏の高度急性期医療を担う医療機関や地域の各医療機関と連携を行うことに

よって補完します。 

高度急性期病院との連携は、中北医療圏の基幹病院である山梨大学附属病院

や山梨県立中央病院としています。当院で診療することができない専門医療の

患者に関して患者紹介等を行っており、特に山梨大学附属病院とは医局医師の

派遣や感染症対策等で連携が図られており、今後も緊密な連携を継続します。 

 峡北地域の病院とは機能別に患者の紹介・逆紹介（前方連携１９・後方連携２０）

を実施しており、今後も地域連携の強化を行います。 

診療所とは地域医療連携を強化し、紹介患者数の増加を目指します。 

在宅医療を担う診療所に対しては、当院が緊急時における後方病床を確保し、

診療所の機能を補完します。 

 二次救急輪番病院２１として、週６日年間 300 日以上の救急患者、年間 700 台

以上の救急車の受け入れを行っています。現在、県や周辺市で救急体制の見直し

が行われており、今後の受入状況が変化することが考えられますが、二次救急の

需要に対応するため、引き続き峡北消防本部や中北保健所と緊密な連携を図り

ます。 

地域の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに対しては、当院に入院

した患者が速やかに生活環境への復帰ができるように支援を行います。  
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3.1.4. 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 
 医療機能の質、連携の強化等に関する数値目標は、以下のとおり設定していま

す。 

病院の目標項目 

令和 

4 年度 

（実績） 

令和 

5 年度 

（見込） 

令和 

6 年度 

（目標） 

令和 

7 年度 

（目標） 

令和 

8 年度 

（目標） 

令和 

9 年度 

（目標） 

医療機

能に係

るもの 

救急搬送件数（件/年） 903 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

手術件数（件/年） 736 750 750 750 750 750 

リハビリテーション実施

単位数（単位/年） 
23,892 36,072 36,717 37,361 38,006 38,720 

延訪問看護患者数 

（人/年） 
 82.3 90.0 100.0 110.0 120.0 

医療の

質に係

るもの 

地域包括ケア病棟 

在宅復帰率（％） 
72.5< 72.5< 72.5< 72.5< 72.5< 72.5< 

連携の

強化な

どに係

るもの 

紹介率（％） 28.6 31.3 32.3 33.4 34.4 35.5 

紹介件数（件/月） 204 232 243 255 268 281 

逆紹介率（％） 7.4 9.8 10.7 11.6 12.5 13.4 

逆紹介件数（件/月） 53 73 80 89 97 107 

その他 
臨床研修医受入数 

（人/年） 
12 11 10 10 10 10 

 

3.1.5. 一般会計負担の考え方 
公立病院は地方公営企業として運営されている以上、独立採算を原則とすべ

きであるとされています。一方、地方公営企業法において、その性質上当該地方

公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費、当該地方公

営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって

充てることが客観的に困難であると認められる経費については、一般会計等に

おいて負担するものとされています。 

一般会計から病院事業への経費負担については、毎年度総務省より通知され
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る「地方公営企業繰出金について」に定められており、当院の健全な経営を実現

するためにも、総務省の繰出基準に基づき、韮崎市の一般会計から繰り入れを行

う方針を継続します。 

 

3.1.6. 住民の理解のための取組 
 当院の取組内容や病院の方針については、ホームページ等を用いて市民等に

広く情報発信を行います。また、情報発信の手段まちづくり出前塾等も活用し、

病院の施策や方針に対する理解を得るよう努めます。 

 本プランは、経営強化プランの策定委員会（病院運営協議会）において、住民

団体の代表者や公募委員から意見をいただくとともに、パブリックコメントを

通じて市民から広く意見を聴きながら最終化を行いました。策定後は、ホームペ

ージ上で公表し、だれでも本文を閲覧することができるようにします。 

 

3.2. 医師・看護師等の確保と働き方改革 

3.2.1. 医師・看護師等の確保 
 中北医療圏や韮崎市の労働生産人口の減少が見込まれる中、持続可能な地域

医療を確保し、医療の質の向上を図ることで地域住民の安心・安全を守り続ける

ためには、医師、看護師やその他医療専門職の確保が重要です。また、新興感染

症の感染拡大時においても、病院機能を維持するための適正な人員の確保や配

置を行うことの重要性が認識されています。 

医師確保の取り組みとしては、当院の常勤医師は山梨大学附属病院の医局派

遣が中心であるため、今後も山梨大学附属病院医局へ訪問するなど、医師確保の

働きかけを継続的に行うことで関係性の強化に努めます。 

 看護師確保の施策は新規採用と離職防止の２軸で取り組みます。 

新規採用の取り組みは通年採用を行うことに加え、看護修学資金貸付金制度

の活用や看護師手当の充実などによる待遇面の改善を検討し、看護学校等に対

する情報提供や訪問活動等を実施するほか、就職ガイダンスなどへ積極的に参

加することで、人員の確保に努めます。 
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 離職防止の取り組みとして、看護師が看護師としての業務に注力できる環境

整備を目指して、業務量や業務内容を見直し、病院全体でタスクシフト・シェア

２２を含めた効率化や適正化に取り組みます。 

なお、本プランでは医師と看護師に注力した施策を検討していますが、当院の

医療ニーズや経営状況により、薬剤師や臨床検査技師等の採用活動を強化する

ことも検討します。 

 

3.2.2. 臨床研修医の受入等を通じた若手医師の確保 
 当院は山梨大学医学部附属病院の卒後臨床研修プログラムに参加し、山梨大

学医学部臨床研修医や地域枠の後期研修医の受け入れを積極的に行い、地域医

療を支える人材を支援し、若手医師の確保に努めています。 

特に臨床研修医については、退院前訪問指導等本院の特徴的な地域医療に特

化した研修プログラムを作成しており、医師、看護師、コメディカル２３等が一体

となって研修医の評価を行う仕組みの構築や若手医師を指導できる環境を整え

ています。 

 

3.2.3. 医師の働き方改革への対応 
 医師の時間外労働規制が令和６年度より開始され、当院はＡ水準（時間外労働

年間 960 時間以下かつ月 100 時間未満）の基準を適用する予定です。 

当院は峡北地域の二次救急病院としての役割からも、長時間労働が発生しや

すい環境であり、今後、勤務時間管理やタスクシフト・シェア等に取り組むこと

で、医師の労働環境の改善と時間外労働時間の抑制に努めます。 

勤務時間の管理は、ＩＣカード等による院内滞在時間の把握に加えて、超過勤

務命令簿による時間外勤務時間の管理を行います。労働基準監督署による断続

的な宿直または日直の許可申請については、宿直の部分許可を取得したため、救

急輪番の動向に注視し、日直業務の内容を見直す中で日直許可の取得を目指し

ます。 

タスクシフト・シェアの取り組みとして、事務作業の一部は医師事務作業補助
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者２４へ移管しています。医師事務作業補助者の導入と併せて医師事務作業補助

加算を取得しており、今後も医師事務作業補助者の活用を継続します。事務作業

以外では、特定医療行為のできる看護師の養成を支援し、配置を目指します。 

 

3.3. 経営形態の見直し 

 当院は地方公営企業法の適用を受けていますが、財務・会計に関する規定のみ

適用されています（一部適用）。現状、当院と韮崎市の各種関係部門は緊密な関

係にあり、経営課題に対して連携し、一体的に取り組むことができているため、

全部適用に移行するメリットは少ないと考えられます。これらから経営強化プ

ランの期間中において、当院は一部適用を維持します。 

 ただし、今後の経営環境の変化を踏まえて、随時、全部適用等への移行を検討

していくこととします。 

 

3.4. 新興感染症に対する平時からの取組 

新型コロナウイルス感染症流行時は、新型コロナウイルス感染症協力医療機

関の指定を受け、発熱外来を設置しています。外来診療においては、患者に不織

布マスクの着用を呼びかけ入口で問診や検温を実施し、発熱患者は一般の患者

と動線を分けて検査、診察を行うなど徹底した感染対策を実施しました。 

また、入院医療が必要な患者の病床を確保し、速やかに入院受入ができる体制

を整備するとともに、満床時に受け入れが困難な場合は、峡北地域の医療機関に

受け入れを依頼するなど、連携して対応にあたりました。 

今後も継続して感染症流行時に速やかに対応できるよう、「新興感染症等の感

染拡大時の医療」が第８次医療計画の記載事項に盛り込まれ、公立病院には平時

から新興感染症等の流行に備えた対策や取り組みが求められておりますが、当

院は、感染症対策に関して山梨大学医学付属病院、富士川病院と連携して対応す

ることとしており（感染対策向上加算２）、今後、新興感染症や院内アウトブレ

イクが発生した際には、連携して対応します。 

院内感染症対策については、人材確保と制度整備の観点から感染症対策専門
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の看護師育成と感染症ＢＣＰ（事業継続計画）の策定を行い、感染症対策に必要

となる個人防護服等の備品は平時から計画的に備蓄しています。 

 

3.5. 施設・設備の最適化 

3.5.1. 施設・整備の適正管理と整備費の抑制 
今後、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴い医療需要が変化することを

踏まえ、長期的な視点をもって、病院施設や設備の長寿命化を図ることや計画的

な更新を行うことを求められています。築 40 年を超える建物もあることから老

朽化に応じた計画的な修繕を実施し、長寿命化を図ることを目的に令和４年度

に長寿命化計画を策定しています。 

建物に関しては、関係機関と協議を行いながら計画的に修繕等を進める方針

としています。 

高額医療機器の導入は高度医療や医療安全に寄与するため、限られた財源の

もと更新及び新規購入を実施してきました。今後、増加する更新に対応するため、

更新計画を策定し優先順位を定めて計画的に購入を行います。 

その他、患者等病院利用者から要望があり長年の課題であった駐車場不足の

問題は、隣接する韮崎警察署が移転したことに伴い用地を取得し、駐車場として

整備することができました。今後も患者や病院利用者の要望などの意見は、随時

検討し、実施できるものは院内や市役所当局のコンセンサスを経て早期に実施、

実行していきます。 

 

3.5.2. デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）への対応 
 医療業界もデジタル化が推し進められており、電子カルテ、マイナンバーカー

ドの保険証利用（オンライン資格確認）、遠隔医療・オンライン診療など各種情

報システムを活用することで、医療の質の向上や医療情報の連携、働き方改革の

推進と病院経営の効率化を進めていくことが求められています。 

 当院は電子カルテ、マイナンバーカードの保険証利用や院内Ｗｉ-Ｆｉ環境の

整備、キャッシュレス決済、オンライン会議等のシステムを導入しています。オ
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ンライン会議は新型コロナウイルス感染症流行後に導入していますが、院内の

研修会や対外的な会議において活用しており、今後は地域連携や退院時共同指

導にも利用することを検討しています。 

また、当院は現状でオンライン診療を導入しておりませんが、今後の診療報酬

や市民のニーズに応じて、山間地域等のオンライン診療が効果的であると考え

られる領域への導入を検討します。 

一方、デジタル化の進行に伴って、医療機関のシステムにサイバー攻撃を受け

るリスクは高まっています。医療機関は機微情報を含む個人情報を多数有して

いることに加えて、病院を対象としたランサムウェア２５等のサイバー攻撃の標

的となった事例があることから、情報セキュリティガイドラインを制定してい

ます。システムの保守は外部業者へ委託していますが、ベンダーや保守担当者と

都度協議をすることで課題抽出や対策を行い、引き続き日進月歩するサイバー

セキュリティ対策に対応した更新をしていきます。 
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3.6. 経営の効率化等 

3.6.1. 経営指標に係る数値目標 
 地域に必要な医療提供体制を持続するためには、健全な経営を行うことが必

要です。病院経営における各指標は、外部環境分析によって得られた指数や「韮

崎市国民健康保険韮崎市立病院 新改革プラン」で使用した指標を引き続き採

用し、医療従事者確保の観点から看護師数を新たに加えた内容としました。 

前回の計画期間において指標に基づき経営改善を行うことで、平成 30 年度か

ら令和元年度までは経常収支比率 100％を上回ることができました。経営環境こ

そは変化しているものの、本計画期間においても前回の指標を引き続き採用す

ることは、経常収支黒字化に向けて適切であると考えられます。 

分類 項目 

令和 

4 年度 

（実績） 

令和 

5 年度 

（見込） 

令和 

6 年度 

（計画） 

令和 

7 年度 

（計画） 

令和 

8 年度 

（計画） 

令和 

9 年度 

（計画） 

収
入
確
保
に
係
る
も
の 

１日あたり入院患者数（人) 103.3 121.3 124.2 127.2 130.1 132.1 

１日あたり外来患者数（人） 248.4 247.1 245.9 244.7 245.5 242.2 

全病床稼働率（％） 60.4 70.9 72.6 74.4 76.1 77.3 

 

急性期一般病棟（％） 59.1 73.2 73.8 74.4 74.9 75.0 

地域包括ケア病棟（％） 68.5 82.0 82.8 83.7 84.5 84.7 

医療療養病棟（％） 67.0 69.7 71.2 72.7 74.2 74.6 

介護療養病床（％） 41.1 31.2     

 介護医療院（％）   42.4 53.6 64.8 76.0 

入院患者単価（円） 34,248 35,158 34,943 34,668 34,129 33,509 

外来患者単価（円） 11,859 11,875 11,875 11,875 11,875 11,875 

一 般 病 棟 平 均 在 院 日 数

（日） 
<21 <21 <21 <21 <21 <21 
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分類 項目 

令和 

4 年度 

（実績） 

令和 

5 年度 

（見込） 

令和 

6 年度 

（計画） 

令和 

7 年度 

（計画） 

令和 

8 年度 

（計画） 

令和 

9 年度 

（計画） 

費
用
削
減
に
係
る
も
の 

職員給与費対医業収益比

率（％） 
69.9 63.2 64.8 65.0 64.5 64.3 

材 料 費 対 医 業 収 益 比 率

（％） 
19.9 17.8 17.9 18.1 18.2 18.4 

薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率

（％） 
8.4 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 

委 託 費 対 医 業 収 益 比 率

（％） 
13.5 12.0 11.9 11.7 11.6 11.6 

後 発 医 薬 品 の 使 用 割 合

（％） 
>80.0 >80.0 >80.0 >80.0 >80.0 >80.0 

100 床あたり職員数（人） 90.6 96.2 96.8 97.4 98.0 98.5 

経
営
の
安
定
性
に

係
る
も
の 

常勤医師数（人） 14 16 16 16 16 16 

常勤看護師数（人） 80 86 87 88 89 90 

企業債残高（千円） 772,061 771,744 760,588 749,432 738,276 727,120 

 
  



31 
 

3.6.2. 経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標 
公立病院経営強化ガイドラインでは、「経常黒字となる水準を早期に達成し、

これを維持することにより、持続可能な経営を実現する必要がある」と述べられ

ていることから、期間内に経常収支比率 100％、修正医業修正比率２６90％を上回

ることを目指します。 

分類 項目 

令和 

4 年度 

（実績） 

令和 

5 年度  

（見込） 

令和 

6 年度 

（計画）  

令和 

7 年度 

（計画）  

令和 

8 年度 

（計画）  

令和 

9 年度 

（計画）  

収
支
改
善
に
係
る
も
の 

経常収支比率（％） 93.3 99.0 99.3 99.2 100.0 100.1 

医業収支比率（％） 83.8 92.6 91.4 91.2 92.0 92.1 

修正医業収支比率

（％） 
79.9 88.8 87.6 87.5 88.3 88.4 

不良債務比率（％） △15.7 △20.9 △14.9 △14.8 △14.6 △14.3 
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3.6.3. 目標達成に向けた具体的な取組 
 目標達成に向けた取り組みとして、「収入の確保」、「費用の削減」等の観点か

ら取組事項を設定し、職員のアンケート調査に寄せられた意見を反映した「目標

達成に向けた実行計画（アクションプラン）」を院内で策定し、取り組みの具体

化を図ります。 

「収入の確保」については、入院患者数の増加、患者単価の増加、未収金対策

について具体的に取り組みを行います。令和５年度より医療費あと払いサービ

ス２７や入院時連帯保証人不要サービス２８を山梨県内の官公立病院で初めて導入

したことから、患者サービスの向上や未収金発生リスクの抑制に効果が出るこ

とが期待されます。 

「費用の削減」については、職員給与の適正化、材料費の削減、経費の削減の

項目について具体的に取り組みを行います。特にＣＴやＭＲＩなど高額医療機

器については、その保守費用も高額となっていることから、保守契約内容を精査

し、適正な保守契約・費用への見直しを行います。 

本プランでは上記取り組みを継続しながら、経営目標を達成するためより具

体的な取組事項を設定します。 

 

 

 収入の確保に向けた取組 

 入院患者数増加に向けた取組 

取組Ａ 地域包括ケア病棟における在院日数の適正化 

地域包括ケア病棟の入院経路や疾病の傾向、在院日数を分析し、効率的な地域

包括ケア病棟の運用を目指します。 

取組Ｂ 地域連携の強化による紹介入院患者の増加 

入院患者数増加に向けて、医療機関・介護施設等との連携強化を行います。 

特に入院に繋がる紹介患者の増加を目指して、紹介患者受入はもちろん、安心

して当院で入院治療ができるように体制を整えます。 
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取組Ｃ 転院等患者の病棟選定基準の策定 

急性期～慢性期の病床、介護医療院を併せ持つため、効果的な医療ケア、かつ

経営的にメリットのある入院から適切に院内転棟するルールを作成して、運

用しながらの改善に取り組みます。 

取組Ｄ ６Ｆ病棟の運用の早期安定化 

令和６年４月に介護療養病床から、介護医療院へ転換することに伴って、６階

病棟の運用を変更する必要がありますが、院内転棟の基準を整備し、６階病棟

の早期安定化を目指します。 

 

 患者単価向上に向けた取組 

取組Ｅ 急性期病棟から転棟する基準の整理 

急性期病棟から他病棟へ転棟する際の基準を整理し、急性期病床の在院日数

最適化を目指します。急性期病棟から適切な日数で、地域包括ケア病棟等に転

棟することにより、入院患者単価の引き上げを狙います。 

取組Ｆ 新しい施設基準の届出 

施設基準の新規届出による、患者単価向上を狙います。 

入院患者の傾向や看護職員配置数等を踏まえ、適切な施設基準の届出を行い

ます。 

取組Ｇ 診療報酬の精査（指導料の算定率向上等） 

診療行為の算定漏れの点検や、新たに算定可能な項目の洗い出しを行い、適切

な診療報酬請求を行うことで、患者単価向上を目指します。 

取組Ｈ 診療報酬改定対応 

診療報酬改定は定期的に行われ、施設基準や診療報酬が改定されます。 

診療報酬改定時は、変更となる項目を洗い出し、影響の分析や評価等を行いま

す。 
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 その他 

取組Ｉ 未収金管理・対策 

入院費用の未収金発生対策として、連帯保証人不要サービスを導入しており

ますが、より、未収金の発生リスクを減らすために、未収金の発生原因の調査

を行い、原因に応じた対策を行います。 

 

 費用の削減に向けた取組 

 職員給与費の適正化 

取組Ａ 職員給与費の適正化 

内部環境分析の結果や病棟の稼働状況、施設基準等を踏まえた、最適な職員配

置を目指します。また、働き方改革を推進するために、日常的な業務の進め方

を見直し、業務の効率化や負担軽減を図ります。 

なお、職員配置の最適化は削減を前提としておらず、状況に応じて必要な職種

の採用を行います。 

 

 材料費の削減 

取組Ｂ 後発医薬品の使用促進 

経営指標に係る数値目標として、後発医薬品使用率 80％以上を設定していま

す。後発医薬品調剤体制加算を維持するためにも、後発医薬品の使用状況をモ

ニタリングし、必要に応じて後発医薬品への切り替えを推進します。 

取組Ｃ 薬剤・医療材料等の購入価格の適正化 

昨今の物価高騰等の影響により、材料費も高騰することが見込まれています。

高騰する材料費を抑制するために、外部のベンチマーク等を用いて比較・検討

を行います。 
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 材料費の削減 

取組Ｄ 委託費の見直し 

委託費用も上昇傾向にあることから、抑制に向けた取り組みを行います。 

委託業務の仕様見直しや価格交渉を行うことにより、委託費用の適正化を目

指します。 

取組Ｅ 節電等による光熱費の抑制 

昨今高騰している光熱費を抑制するため、院内全体で節電に向けた取り組み

を実施します。 

取組Ｆ 医療機器等の保守費用の適正化 

医療機器の保守費用を、外部アドバイザー等を活用して見直します。 

必要に応じて保守契約の切り替えを行い、保守費用の抑制に努めます。 

 

 その他 

 病院職員の確保・育成の取組 

取組Ａ 山梨大学医局との連携の強化による医師確保の推進 

当院の常勤医師は、山梨大学の医局派遣が中心となっております。前プランか

ら取り組んでいる、医局訪問等を継続することで、医師の確保に努めます。 

取組Ｂ 看護学校等の連携強化による看護師確保の推進 

看護職員不足に対応するため、看護学校等との連携を強化することで、看護師

の確保を狙います。今後も積極的に、大学の看護学部や専門学校への訪問や、

看護協会の主催する就職ガイダンスに参加します。 

取組Ｃ 認定看護師等の専門人材の育成 

認定看護師増加による、患者単価向上やタスクシフト・シェアの推進を狙いま

す。経営状況等を勘案し、取得する認定看護師の分野を決定し、予算化を行い

ます。 
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 その他 

取組Ｄ 業務の効率化に資するＩＣＴ関連商品・サービスの導入を検討 

医療業界もデジタル化が推し進められており、医療業界向けのＩＣＴ関連商

品の開発が行われていることから、定期的に情報収集を行い、導入の可否を検

討します。 

取組Ｅ 患者サービスの向上に向けた取り組み 

患者や病院利用者だけでなく、職員からも患者サービス向上に向けた要望や

意見の収集を行います。集まった要望などの意見は、随時検討し、実施できる

ものは院内や市役所当局のコンセンサスを経て、早期に実施、実行していきま

す。 

取組Ｆ 病院経営に係る人材育成・マネジメント体制の強化 

本プランに設定されている、各種目標を達成するために、目標管理を行いま

す。全職員が目標達成に向けた行動ができるよう、本プランの内容の周知等を

行います。 
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3.6.4. 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等 
 単位：千円 

 
単位：千円 

 
※今後の状況により変動もあります。 
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4. 経営強化プランの点検・評価・公表 

 本プランの実施状況を点検・評価するため、医師会関係者、各種団体推薦者、

一般公募市民などにより構成される「韮崎市立病院運営協議会」を毎年開催し、

本プランの進捗状況の点検、評価を行うこととします。 

また、本計画の進捗状況については病院ホームページや市役所情報公開コー

ナー等で公表します。 

なお、点検・評価等の結果、経営強化プランに掲げた数値目標の達成が著しく

困難である場合や、経営強化プラン策定後に第８次医療計画や地域医療構想の

改定等により地域医療構想等と齟齬が生じた場合などには、抜本的な見直しを

含め経営強化プランの改定を検討します。 
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5. 用語集 

１ 救急告示病院 

救急告示病院は都道府県知事が告示し指定する病院で、救急病院等を定める

省令（昭和 39 年２月 20 日厚生省令第８号）に基づき指定されます。 

 
２ 地域災害拠点病院 

地域災害拠点病院は都道府県知事が指定する医療機関です。災害時に多発す

る重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地からの

とりあえずの重症傷病者の受け入れ機能を有するとともに、ＤＭＡＴ等の受け

入れ機能、傷病者等の受け入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、ＤＭＡ

Ｔの派遣機能、地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する医療機

関です。 

 
３ 新公立病院改革ガイドライン 

「公立病院改革ガイドライン」を踏まえ、2015 年（平成 27 年）に総務省が

本ガイドラインを策定し、2016 年度（平成 27 年度）内または 2018 年度（平成

28 年度）中に新改革プランを策定し、「経営効率化」、「再編・ネットワーク

化」、「経営形態の見直し」に「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を加え

た４つの視点に立って経営改革に取り組むように要請したもの。 

 
４ 第８次医療計画 

 第８次医療計画とは、令和 6 年から令和 11 年を対象とした計画であり、医

療圏の設定および基準病床数の算定、地域医療構想、５疾病・６事業及び在宅

医療に関する事項、医師の確保に関する事項、外来医療に係る医療提供体制の

確保に関する事項について計画を策定しています。 

 
５ 地域医療構想 

各地域における 2025 年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高

度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごとに推計し、地域医療構想として策

定。その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」に

より「見える化」しつつ、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」

において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施しています。 

 
６ 中北医療圏 

中北医療圏は甲府市・甲斐市・昭和町・中央市・南アルプス市・韮崎市・北杜

市の７市町によって構成される、山梨県で最大規模の二次医療圏です。 
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７ 病床機能報告 

 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 13 に基づいて実施する制度で

あり、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を

基に、地域における医療機能の分化・連携を進めることを目的としています。 

 
８ レセプト 

 レセプトは、正式には診療報酬明細書といいます。保険医療機関が保険者

へ、保険負担分の医療費を請求する際に、請求書として使用するものです。 

 
９ 経常収支比率 

 経常収支比率は、単年度の病院活動の収支を評価する指標です。算出式は、

経常収益（医業収益＋医業外収益）÷経常費用（医業費用＋医業外収益）×

100 となっており、本プランの期間内に 100％以上となることを求められてい

ます。 

 
１０ 高度急性期 

 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療

を提供する機能。 

 
１１ 新型コロナウイルス感染症協力医療機関 

 新型コロナウイルス感染症の疑い患者専用の個室を設定している医療機関で

す。新型コロナウイルス感染症の疑い患者受け入れのため、酸素投与及び呼吸

モニタリングが可能な病床を病棟単位で確保しています。 

 
１２ 急性期病床 

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する病床 

 
１３ 回復期病床 

 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提

供する病床 

 
１４ 慢性期病床 

 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる病床 

 
１５ 医療療養病床 

 慢性期病床と同義 

 
１６ 介護療養病床 

 介護療養型医療施設と同義 

 

 



41 
 

                                                                                                                                          
１７ 地域包括ケア病棟 

 地域包括ケア病棟とは、急性期医療を経過した患者、及び在宅において療養 

を行っている患者等の受け入れ、並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有

し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟です。 

 
１８ まちづくり出前塾 

市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民の皆さんの要請による学習

機会の拡大を図るため、行政の諸分野を担当する市職員が出張講師となり、出

前塾を実施しています。 

 
１９ 前方連携 

 他院からの患者の紹介・転院を受けること 

 
２０ 後方連携 

 他院へ患者を紹介・転院すること  

 
２１ 二次救急輪番病院 

 休日や夜間に入院治療を必要とする患者に対応するため、地区の病院で診療

科や救急等の当番を割り当て、診療体制を確保するもの。 

 
２２ タスクシフト・シェア 

 一定の業務を他者（多職種）に移管・共同実施すること 

 
２３ コメディカル 

医師と協同して医療を行う医療専門職種の総称。 

 
２４ 医師事務作業補助者 

 医師の事務作業を代行・補助する事務職員 

 
２５ ランサムウェア 

 コンピュータウイルスの一種であり、感染したコンピュータは使用を制限さ

れます。制限を解除するために、身代金（ランサム）を支払うよう要求されま

す。 

 
２６ 修正医業収支比率 

 修正医業収益とは、医業収益からその他医業収益のうちの他会計負担金を 

除いたものです。修正医業収支比率は、修正医業収益÷医業費用×100 の計算

式にて算出することができます。他会計負担金を除いた医業収益を基準とする

ことから、病院の本業である医業の収益性を評価する指標です。 
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２７ 医療費後払いサービス 

 山梨県の公立病院で初めて導入したサービスであり、会計を待たずに帰れる

システムです。医療費はクレジット・電子マネー・バーコード決済によるキャ

ッシュレス支払いが可能です。 

 
２８ 連帯保証人不要サービス 

 当院は入院時に連帯保証人を設定いただいておりましたが、保証会社が連帯

保証するサービスを導入しました。無保険の方や外国籍の方も利用できるサー

ビスとなっています。 


